
私たちへの先人からのエール
バックナンバーから振り返る協同組合の歴史／連載「原点回帰」

　５月に行われた通常総会で今年度の
スローガンが「原点回帰！求められる
協同組合へ」となりました。
　「建設協組newsLight的原点回帰と
は何か」というテーマで、バックナン
バーの紹介を連載します。

　「通常総会盛大に開かれる！」とい
う見出しは今も昔も変わりません。
　写真は1963年３月１日にタブロイ
ド版で発行された、協同組合に現存す
る最古の「建設協組ニュース」です。
現物は赤褐色に変色しており、過ぎ
去った年月を感じさせます。しかし、
紙面は同年２月１日に松尾の「とりよ
ね」で開催された通常総会の熱量を伝
えています。
　当時から「組織の倍化」と組合員拡
大が叫ばれていました。総会での質問
なども詳細に掲載されています。

　さらに裏面には京都市理財局や左京税
務署への申し入れの記事が。組合員の経
営に寄り添った活動がうかがえます。
　「組合日誌」「お願い」など組合員への
連絡板としても使われていたようです。
　通常総会では、理事長に九鬼誠一氏、

専務理事に阿美弘永氏が選任されてい
ます。他の理事にも先代、先々代の組
合員の名前もあります。
　「通常総会の決定を直

すぐ
に実行に移そ

う」という主張は、今の私たちへの先人
からのエールかもしれません。�（編集部）
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▶▶今月の主な記事
私たちへの先人からのエール
連載「原点回帰」

「こんな会議ならど
んどん参加したい」

組合の長い歴史があれ
ばこそ／JIC勉強会

民泊新法が成立
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現存する最古の建設協組ニュース（No.４　1963年３月１日発行）
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室内装飾仕上 クロス、表装、床施工、ダイノックシートガラスフィルム、障子張り、カーテン
ブラインド、キッチンパネル施工

畳・ふすま・インテリア畳・ふすま・インテリア

土木工事関係

建築工事関係

鉄・アルミ･ステンレス・耐候性鋼材まで幅広く取り扱っております。
金属に関することなら何でもお気軽にご相談ください。
また、通販にてアルミ庇・アイデア商品等多数販売しております。
まずは当社ホームページをご覧ください。

株　式　会　社 三　 田
京都府久世郡久御山町野村村東147-2
TEL（075）631-7833　FAX（075）631-7857

http://www.mita036.com
mita036 検索

株　式　会　社 三　 田
京都府久世郡久御山町野村村東147-2
TEL（075）631-7833　FAX（075）631-7857

http://www.mita036.com
mita036 検索

天下分け目「天王山の戦い」 文化財

　みなさんも日々の生活の中で歴史を
感じることがあると思います。なかで
も物に対して感じることが多いのでは
ないでしょうか。今回は言葉に注目し
て探ります。
　勝負事において勝敗が決する瀬戸際
の時の表現として、「天王山」という
表現を耳にしたことはないでしょう
か？「天下分け目の天王山」と言った

りもします。各スポーツの決勝戦や、
サッカーでいうとワールドカップの切
符をかけた大一番などによくアナウン
サーがこの表現をしたりします。
　まず、天王山とは京都大山崎の小高
い山です。この天王山こそが言葉の由
来となった山なのです。この天王山は
「山崎の戦い」という有名な戦いの舞
台です。

　織田信長が明智光秀によっ
て本能寺で討たれたのは有名
な話です。いわゆる「本能寺
の変」です。その本能寺の変
が起こったとき、織田信長の
家臣である羽柴秀吉（後の豊
臣秀吉）は中国地方で毛利家
と対陣中でした。羽柴秀吉は
織田信長のかたきを討つため
に毛利勢と和睦。急いで京方
面へと引き返します。これが
有名な「中国大返し」。そし
て明智光秀と羽柴秀吉が激突

します。それが「山崎の戦い」です。
　火器を多く用いない歩兵騎馬戦術の
戦いにおいては、いかに有利な地形に
陣取るかが戦の優位を決定づけます。
山崎の地において、この天王山はまさ
にその戦の有利・不利を決定づける要
所だったのです。この要所を見抜いて
いた羽柴秀吉は明智光秀より先に天王
山を占領、布陣します。結果の帰着は
事実の通り羽柴秀吉に軍配があがり、
その後羽柴（豊臣）秀吉は天下を統一す
るにいたります。
　まさに天下をかけての戦は天王山を
制する戦いでもあったことから、「天
下分け目の天王山」と言われるように
なったわけです。ちなみに、天王山は
山崎の戦いだけではなく、南北朝時代
の戦いや応仁の乱なんかでも、戦の要
の地ともなっています。それほど、重
要な地であり、結果を出す重要な局面
場でもあったということが考えられま
す。� （門田元気）

親切で素早く相談できる協同組合へ 建設工事

～小規模・老朽化マンション管理組合が抱える問題～

　市内の小規模、老朽化マンションを
訪問して、どのマンションにも共通す
る問題を抱えていることが見えてきま
す。管理費が乏しく、管理会社と委託
契約ができない。住民の高齢化が進み、
日常管理や清掃に支障がでている。理
事会の機能が低下してきた。建物は、

第三者の適切なアドバイスを受けてい
ないので、場当たり工事が多く、計画
的な修繕ができていない。
　このようなマンションの管理組合で
は、管理会社になり代わり建物の相談
だけでなく日常の管理組合の問題解決
を含めて、親切で素早く相談できる第

三者を求めています。自主管理だけで
は限界があるのです。協同組合として
は、管理組合との共同作業で、これら
のマンションを良くしたいと考えま
す。大型マンションの改修は大手に任
せ「的」をここに絞って、マンション
の仕事を起こしたいです。�（山本敬三）

天王山の八合目に立つ「山崎合戦之地」の石碑
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「こんな会議ならどんどん参加したい」
カギは支部長同士の交流／第１回支部長会議

　６月15日に京都工業会館にて開催
された第１回支部長会議は、田中守代
表理事のあいさつで始まりました。「５
月19日の通常総会で承認された年度
計画に沿って新しい運動形態をつくっ
ていきたい」という田中代表理事の下、
理事・支部長・副支部長・職員合わせ
て18人が集いました。
　宮下副理事長が議長となり進行し、
「支部活動の要である支部長の結束が
必要」と議論を促しました。
　まずは組織活動活性化の目玉である
支部独自企画について報告がなされま
した。多くの支部で独自の企画が取り
組まれており、恒例企画となっている支
部もあります。昨年は３つの新たな企画
が開催されました。今後は独自企画を
全組合員に参加を呼びかけて、企画を

成長させていけるかがカギとなります。
　報告後、２グループに別れて討議を
行いました。テーマは「支部長会議の
あり方」。支部長の結束を強め、活動
を活性化させるための「実りある支部
長会議とは何か？」について話し合い
ました。
　「会う回数が増えれば自然と仲良く
なるので、支部長会議を増やせばどう
か」「支部役員会を元気にすることが、
組合全体を活性化させることに直結す
るのではないか」といった意見や「支
部単体の取り組みでは参加者が乏しく
なってきたので、合併を目指したい」
「組合員拡大のために支部役員も巻き
込みながら議論をしたい」という提起
もされました。
　参加した支部長、副支部長からは「実

りある議論ができた」「こうした支部長
会議ならどんどん参加したい」という
意見が聞かれました。支部長の交流・
懇親も含めた議論をこれからも継続し
ていきます。
　最後に「支部長のコラム」の執筆を
支部長へ依頼。建設協組newsLight
に随時掲載予定です。今年度の支部長
会議から目が離せません。�（西村　学）

賦課金のお支払い方法について
　賦課金は月々5,000円です。通常は3ヶ月に一度15,000円をご請求しております。それ以外にも「年払い」や「口座引落」
というお支払い方法もあります。
　「年払い」は、毎年5月に60,000円を一括請求させていただきます。「口座引落」については、京都銀行・京都中央信用
金庫・京都信用金庫の3銀行の口座のみ、受付をしております。年払いや口座引落などは振込手続きなどの負担も軽減さ
れますので、ぜひともご一考ください。詳しくは組合組織部までお問合せください。

組織部　Tel：075-382-1021　Fax：075-394-3201

毎年恒例の右京ボウリング大会

各支部独自企画について
右　京） 恒例のボウリングと８月19日

に嵯峨狂言堂の見学会を行う。
新桂川） 今年も名刺交換会を行う。旅

行企画を支部合同で行いたい。
北　山） 忘年会を離島でという話がで

ている。旅行企画を合同で。
洛　中） 秋のレクリエーションとして

「果物狩り」などを考えている。
新　京） ゴルフコンペは今年も開催する。
伏　見） 参加者が固定化している。長い

目で見て合併の話を進めたい。

宇　治） ３支部合同で交流を深めていく。
洛　南） 温泉旅行という話がある。お

金を積み立てていく。
ＪＩＣ） ６月17日に建築士を招いた

勉強会を行う。
※久御山支部は欠席
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法律Q&A  「少額訴訟」をご存知ですか

�Q 　駐車場に置いていた車に傷をつ
けられてしまいました。修理費用は�
20万円くらいで、加害者はわかって
いますが、相手は支払を拒絶していま
す。自分で「少額訴訟」を起こせますか。

�A 　裁判（通常訴訟）を起こすには請
求額が少なく迷ってしまうようなと
き、少額訴訟が便利です。損害賠償請
求、貸金の回収、出産費用の分担請求、
敷金の返還請求、その他いろいろな場
合が想定できます。
　少額訴訟は、請求しようとする金額

が60万円以下の金銭による請求事件
に限り、簡易裁判所を利用する制度で
す。この手続は、請求額が少額で内容
が複雑でない事件について、簡易・迅
速に解決するためのもので、原則とし
て１回の手続ですぐに終了します。
　したがって、事件の内容が複雑な
ケースは少額訴訟には適しませんの
で、そのようなときは、裁判所が通常
訴訟の手続に移行させる場合も多いで
す。
　少額訴訟は弁護士にも依頼してでき
ますが、ご自分でされるなら簡易裁判

所に訴状の雛形があります。雛形はダ
ウンロードもできますのでそれを利用
されてもいいですね。費用は印紙代と
郵券代で何千円か、他にコピー代や（相
手方が法人の場合）登記事項証明書等
の実費がかかります。
　訴訟ですから、もちろん証拠をつけ
る必要があります。契約書や、合意書、
見積書、領収書、メールのコピーなど、
お手持ちの証拠が有効か等で悩まれた
ら、弁護士に相談されるのも一手です。
� （ 京都第一法律事務所 ）� 弁護士　藤澤眞美

毎月第一水曜日
無料法律相談

組合の長い歴史があればこそ
JIC勉強会『大船鉾の復興について…復元設計の立場から』

　JICの勉強会『大船鉾の復興につい
て…復元設計の立場から』に参加しま
した。講師は末川協先生を招き、文
化遺産を復元するのがいかに知識と
経験が必要か話を聞きました。
　妥協を許さない「こだわり」がなけ
れば修復はできなかったでしょう。
鉾町に残っている懸装品から原寸を
割り出し、構造は他の町の鉾の軸組
から設計をする。原寸の図面を描き
…組み立てをする。復元するために
部材に244の番号を打って毎年組み
立てができる様にしておく。その過
程で昔の技術や工法が先輩たちの努
力で作り上げたことを学んで、完成
をしました。末川先生は京町家の復
元も精力的にされています。

　我々の組合も桂坂の古墳の移設工
事を故田辺先生の指導で山内職員が
成功させました。古墳の移設も古墳
の構造石にすべて番号をつけて、一
旦解体をして番号通り再度組み立て
ました。昔の技術をその過程で知る
ことができました。
　その古墳は現在、桂坂のご町内の
有志と組合の有志（NPOもっこの会）
と職員で維持管理をしています。組
合は文化財保護課と遺跡発掘事業を
故田辺先生とすでに退職された山内
職員が40年以上前に事業化して現在
も続けてきました。祇園祭の鉾を収
める円山公園の鉾収納庫の管理もさ
せていただいています。末川先生の
町家復元の会『作事組』も組合の京町

家の研究の有志から始まりました。
　JICの勉強会が組合の歴史を再度、
私に思い出させてくれました。これ
からの建設業界は日本の国土に合う
古い技術を再度見直し、新しい提案
ができる技術が生まれる可能性を考
えさせられました。これも組合の長
い歴史があればこそ、と深く思いま
した。� （JIC顧問　近藤暢造）

建設協組の組合員さん、ご家族のご相談は初回無料です。
毎週木曜日10時～12時、1時～3時まで電話無料相談もあります。

毎月第一水曜日 午後1時半～4時まで組合本部にて出張法律相談実施中（相談無料）

0120－555－262無料電話
相談

参加者の集合写真
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労基協の技能講習
●安全衛生推進者養成講習会
日程：７月18日（火）、19日（水）／会
場：京都府中小企業会館／受講料：
12,960円、テキスト代1,404円
●玉掛け
日程：〔学科〕７月20日（木）、21日（金）
〔実技〕22日（土）／会場：〔学科〕京都
府中小企業会館〔実技〕㈱島津製作所
紫野工場／受講料：18,360円、テキ
スト代1,500円
●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
日程：７月24日（月）～ 26日（水）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：

16,200円、テキスト代2,160円
●リスクアセスメント（人材養成）実務
研修会
日程：８月10日（木）／会場：京都府
中小企業会館／受講料：9,720円、テ
キスト代1,512円
●有機溶剤作業主任者
日程：８月24日（木）、25日（金）／会
場：京都府中小企業会館／受講料：
8,640円、テキスト代1,944円
●フォークリフト運転
日程：〔学科〕８月31日（月）〔実技〕第
１班９月５日（火）～７日（木）第２班12

日（火）～14日（木）／会場：〔学科〕京
都府中小企業会館〔実技〕ニチユ三菱
フォークリフト㈱実技講習会場／受講
料：30,780円、テキスト代1,500円

【問合せ・申込み】
（公社）京都労働基準協会
Tel.075-321-2731
※連合会のホームページ
　http://www.kyoukiren.or.jp
※��受講申込者が少人数の場合は中止に
なることがありますのでご了承くだ
さい。

建災防の各種講習
 ●車両系建設機械運転（整地・運搬・
積込み用及び掘削用）
日程：７月19日（水）、20日（木）／会
場：京都建設会館別館／受講料：
40,110円、テキスト代1,650円
●有機溶剤作業主任者
日程：８月１日（水）、２日（木）／会場：
京都建設会館別館／受講料：11,200円
●建築物等の鉄骨組立て等作業主任者
日程：８月３日（木）、４日（金）／会場：
京都建設会館別館／受講料：11,110円
●玉掛け
日程：８月17日（木）、18日（金）、
20日（日）／会場：京都建設会館別館
／受講料：20,160円
●足場の組立て等社業主任者
日程：８月22日（火）、23日（水）／会
場：京都建設会館／受講料：10,910
円

●職長・安全衛生責任者教育
日程：８月29日（火）、30日（水）／会
場：京都建設会館／ 15,430円
●職長のためのリスクアセスメント
日程：８月30日（水）／会場：京都建
設会館／受講料：8,230円
●地山の掘削および土止め支保工作業
主任者
日程：９月５日（火）～７日（木）／会場：
京都建設会館別館／受講料：18,000円
●丸のこ等取扱い作業従事者教育
日程：９月６日（水）／会場：京都建設
会館別館／受講料：6,170円
●高所作業車（10ｍ以上）
日程：９月20日（水）、21日（木）／会
場：京都建設会館別館／受講料：
37,850円
●高所作業車（10ｍ未満）
日程：９月22日（金）／会場：スカイ

ワーク京都（伏見）／受講料：13,680
円
●巻上げ機運転者特別教育
日程：９月27日（水）、28日（木）／会
場：京都建設会館別館／受講料：
15,430円

【問合せ・申込み】
建設業労働災害防止協会京都府支部
〒604-0944　京都市中京区押小路
通柳馬場東入京都建設会館別館内
Tel.075-231-6587
Fax.075-251-0058
受付時間：��午前9時～

午後5時
※��ホームページから講習予定、申込書
が取り出せます。

　http://kensaibo-kyoto.jp/
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�＜協議議案＞
①2017年度事業委員会体制について
　事業部統合後も事業委員会は三委員
　会制を継続する
②理事会等の年間スケジュールについて
　７、12月の理事会は休会する
③新組合員加入審議について
＜報告議案＞
④事業の結果と計画について
⑤�2017年度通常総会・懇親会の結果
について

⑥年間のセミナー内容について
　各支部でも議論する
⑦�平成29年度京都府総合防災訓練に
ついて

　今年度は参加しない
⑧�京都市耐震改修促進ネットワーク会
議について

　参加する
⑨組合Diary
⑩その他

５月の定例理事会 組合日誌
 本部
６/15� 支部長会議
６/27� 理事会

 支部
６/５� 洛中（役）
６/６� JIC（役）
６/13� 右京（役）
６/16� 北山（役）
� 新京（役）
６/17� 右京ボウリング

編集後記
　2013年６月号（501号）より紙面を
リニューアルして４年が経ち、建設協
組newsLightも今号で550号となり
ました。
　「写真を載せるなんて贅沢なことを
してもいいんですか!?」と、紙面リ
ニューアルの際に言っていたのが懐か
しく感じます。
　500号までは製本され大切に保管
されており、501 ～ 550号も「製本
の義」を執り行います。また一冊、組
合の歴史を積み上がります。
� （西村　学）

●�５月定例理事会は５月30日（火）午後７時から京都工業会館で理事12人の出
席で開催されました。

　民泊のルールを定めた民泊新法（住宅宿泊事業法）が国会で成立しました。
施設の貸主は都道府県に届ければ、年間180日を上限に民泊事業ができる内
容で、政府は2018年１月の施行を目指しています。

インターネット仲介サイトにも登録義務付け
　観光庁によると、新法は旅館業法の対象外となる「民泊サービス」について、
宿泊日数が年間180日以下と制限しました。営業日数が180日を超す場合は
旅館業法の営業許可が必要になります。
　インターネットなどの仲介サイトは住宅宿泊仲介業者と規定され、観光庁
への登録が必要に。取引条件の説明や名義貸しの禁止などの義務があり、違反
すれば罰則の対象となります。
　さらに年間180日の営業日数上限は周辺環境に配慮する必要があれば、自
治体が条例で引き下げられます。
自治体は独自の上乗せ規制を模索
　京都市は住居専用地域のマンションなど集合住宅での民泊を基本的に認め
ず、独自に条例で規制する方針です。同市では住民向けに独自に「民泊通報・相
談窓口」を設けています。
� 電話番号　075－223－0700
� 年中無休（ただし、年末年始を除く）
� 時　　間　午前10時～午後５時

民泊新法が成立

組　織　部 soshiki@zenkyoto.jp
建設工事事業部 koji@zenkyoto.jp
機材リース kizai@zenkyoto.jp
（総　　務） soumu@zenkyoto.jp
洛南事務所 raknan@zenkyoto.jp

製本されたバックナンバー
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